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基本分 全職種 ○ ○ ○ ○

費用算定基準第１条第１４号に規定する基
本分単価として、支給される額のうち、
１．民間保育園においては、補助事業年度
及びその前年度のこども家庭庁通知「私立
保育所の運営に要する費用について」に
規定される、公定価格の基本分内訳にお
ける人件費相当分の合計
２．認定こども園においては、支給額に、民
間保育園で算出した基本分単価に占める
人件費比率を乗じた額

＜算出方法（職種ごとに算出）＞
「(当該職種の国基準額×国給付費上の職種別職員数/国基準
額の職種別合計額)×基本分単価の人件費相当額」で算出
(1)国基準額・・補助事業年度のこども家庭庁通知「私立保育所
の運営に要する費用について」における職種ごとの人件費額に
全国私立保育園連盟が通知する保育基本分単価内訳試算表
に基づき、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、年休代替、研
修代替、事務職員雇上、嘱託医手当及び嘱託歯科医の額を加
えた額
(2)国給付費上の職種別職員数・・国給付費で想定されている
職員数

処遇改善等加算Ⅰ
（基礎分）

全職種 ○ ○ ○ ○

費用算定基準第１条第２１号に規定する処
遇改善等加算Ⅰ（基礎分）のうち、補助事
業年度のこども家庭庁通知「私立保育所の
運営に要する費用について」における人件
費相当分

＜算出方法（職種ごとに算出）＞
「(当該職種の国基準額×国給付費上の職種別職員数/国基準
額の職種別合計額)×処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）の人件費相
当額」で算出
(1)国基準額・・補助事業年度のこども家庭庁通知「私立保育所
の運営に要する費用について」における職種ごとの人件費額に
全国私立保育園連盟が通知する保育基本分単価内訳試算表
に基づき、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、年休代替、研
修代替、事務職員雇上、嘱託医手当及び嘱託歯科医の額を加
えた額
(2)国給付費上の職種別職員数・・国給付費で想定されている
職員数

処遇改善等加算Ⅰ
（賃金改善要件分）

全職種 ○ ○ ○ ○
費用算定基準第１条第２１号に規定する処
遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）として
支給される額

＜算出方法（職種ごとに算出）＞
「(当該職種の国基準額×国給付費上の職種別職員数/国基準
額の職種別合計額)×処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）
(1)国基準額・・補助事業年度のこども家庭庁通知「私立保育所
の運営に要する費用について」における職種ごとの人件費額に
全国私立保育園連盟が通知する保育基本分単価内訳試算表
に基づき、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、年休代替、研
修代替、事務職員雇上、嘱託医手当及び嘱託歯科医の額を加
えた額
(2)国給付費上の職種別職員数・・国給付費で想定されている
職員数

処遇改善等加算Ⅱ
保育士等
調理師等
事務員等

○ ○ ○
費用算定基準第１条第３５号の５に規定す
る処遇改善等加算Ⅱとして支給される額

＜算出方法（職種ごとに算出）＞
「(当該職種の国基準額×国給付費上の職種別職員数/国基準
額の職種別合計額)×処遇改善等加算Ⅱ
(1)国基準額・・補助事業年度のこども家庭庁通知「私立保育所
の運営に要する費用について」における職種ごとの人件費額に
全国私立保育園連盟が通知する保育基本分単価内訳試算表
に基づき、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、年休代替、研
修代替、事務職員雇上、嘱託医手当及び嘱託歯科医の額を加
えた額
(2)国給付費上の職種別職員数・・国給付費で想定されている
職員数

処遇改善等加算Ⅲ 全職種 ○ ○ ○ ○
費用算定基準第１条第３５号の６に規定す
る処遇改善等加算Ⅲとして支給される額

＜算出方法（職種ごとに算出）＞
「(当該職種の国基準額×国給付費上の職種別職員数/国基準
額の職種別合計額)×処遇改善等加算Ⅲ
(1)国基準額・・補助事業年度のこども家庭庁通知「私立保育所
の運営に要する費用について」における職種ごとの人件費額に
全国私立保育園連盟が通知する保育基本分単価内訳試算表
に基づき、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、年休代替、研
修代替、事務職員雇上、嘱託医手当及び嘱託歯科医の額を加
えた額
(2)国給付費上の職種別職員数・・国給付費で想定されている
職員数

３歳児配置改善加算 保育士等 ○
費用算定基準第１条第２３号に規定する３
歳児配置改善加算として支給される額

チーム保育加配加
算

保育士等 ○
費用算定基準第１条第２５号に規定する
チーム保育加配加算として支給される額

療育支援加算 保育士等 ○
費用算定基準第１条第３５号に規定する療
育支援加算として支給される額

栄養管理加算 調理師等 ○
費用算定基準第１条第４２号に規定する栄
養管理加算として支給される額

項目 該当職種が複数の場合の職種別按分の算出方法

該当職種

各項目における人件費相当額の算出
方法
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項目 該当職種が複数の場合の職種別按分の算出方法

該当職種

各項目における人件費相当額の算出
方法

夜間保育加算 保育士等 ○

費用算定基準第１条第４７号に規定する夜
間保育加算として支給される額のうち、
補助事業年度及びその前年度のこども家
庭庁通知「私立保育所の運営に要する費
用について」に規定される、公定価格の基
本分内訳における人件費相当分の合計

チーム保育推進加
算

保育士等 ○
費用算定基準第１条第５１号の２に規定す
るチーム保育推進加算として支給される額

主任保育士専任加
算

保育士等 ○
費用算定基準第１条第５３号に規定する主
任保育士専任加算として支給される額

事務職員雇上費加
算

事務員等 ○
費用算定基準第１条第５４号に規定する事
務職員雇上費加算として支給される額

保育士・幼稚園教諭
等処遇改善臨時特
例事業

全職種 ○ ○ ○ ○

内閣府子ども・子育て本部統括官通知「保
育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事
業の実施について」（府子本第１２０３号令
和３年１２月２３日付）及び保育士・幼稚園
教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱
に基づき民間保育園等に対し、令和４年度
に支給される額

＜算出方法（職種ごとに算出）＞
「(当該職種の国基準額×国給付費上の職種別職員数/国基準
額の職種別合計額)×保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特
例事業の額
(1)国基準額・・補助事業年度の内閣府及び厚生労働省通知
「私立保育所の運営に要する費用について」における職種ごと
の人件費額に全国私立保育園連盟が通知する保育基本分単
価内訳試算表に基づき、超過勤務手当、通勤手当、住居手
当、年休代替、研修代替、事務職員雇上、嘱託医手当及び嘱
託歯科医の額を加えた額
(2)国給付費上の職種別職員数・・国給付費で想定されている
職員数

４歳以上児配置改善
加算及び条例基準
分

保育士等 ○
京都市民間保育園等への人件費等補助
金交付要領第３条第３項に定める額

※上記各項目において、受給要件を満たすにもかかわらず受給し得る額の一部又は全部を受給しないとき（ただし、「処遇改善等加算Ⅰ」及び「処遇改善等加算Ⅱ」については
受給要件を満たさないときも含む。）又は費用算定基準第１条第３0号及び３1号に規定する減額の調整を受けたときは、上記各欄中の「支給される額」及び「支給実績額」は、受給
し得る額に置き換えるものとする。


